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  本留意事項は、高圧以上の系統連系申込みをご希望されるお客さまを対象としています。 

 

１．検討結果の位置づけ                                     

事前相談および接続検討における検討結果の位置づけは、次のとおりです。 

（１）事前相談について 

 ａ． 電圧変動等を考慮しない簡易な検討による当社電力系統の空き容量の有無等を回答していま

す。 

事前相談後に実施する接続検討の結果、当社電力系統の空き容量が変更となる場合やその他

の事由により、お申込みいただいた受電電力による系統連系ができないことがあります。 

 ｂ． 検討時点での当社電力系統状況等にもとづき、検討結果を回答しています。 

同一の当社電力系統に他のお客さまから系統連系のお申込みがあった場合※１、電気の需要変

動で当社電力系統の状況が変化した場合等の理由により、事前相談にて当社からお客さまへ回

答した時点の当社電力系統の空き容量等について変更が生じ、お申込みいただいた受電電力の

一部または全量の系統連系ができなくなることがありますので、あらかじめご留意ください。 

なお、このような場合、対策工事を実施することで系統連系が可能となることがありますが、

一般的には工事費が高額となり工期も長くなります。 

 ｃ． 事前相談時点での当社からの回答は、将来の連系容量や接続枠等を保証するものではありま

せん。 

 

（２）接続検討について 

 ａ． 電圧変動等を考慮した詳細な検討による連系可否等を回答しています。 

事前相談と同様に検討時点での当社電力系統状況等にもとづき、検討結果を回答しています。 

同一の当社電力系統に他のお客さまから系統連系のお申込みがあった場合※１、電気の需要変

動で当社電力系統の状況が変化した場合等の理由により、接続検討にて当社からお客さまへ回

答した時点の当社電力系統の空き容量等について変更が生じ、お申込みいただいた受電電力の

一部または全量の系統連系ができなくなることがありますので、あらかじめご留意ください。 

なお、このような場合、対策工事を実施することで系統連系が可能となることがありますが、

一般的には工事費が高額となり工期も長くなります。 

ｂ． 接続検討時点での当社からの回答は、将来の連系容量や接続枠等を保証するものではありま

せん。 

 

※１ 事前相談および接続検討時点における当社からの回答は、接続枠が確定していない他のお客さま

の発電設備の系統連系を考慮しておりません。 

例えば、空き容量が１ＭＷの当社電力系統に、同時または前後して０．５ＭＷの事前相談と１Ｍ

Ｗの接続検討のお申込みがあった場合（同一のお客さまによるお申込みの場合を含む）、いずれのお

申込みにも空き容量がある旨を回答しています。 

これは、接続枠が確定してない発電設備の系統連系にかかる送電容量を確保することにより、他

のお客さまの発電設備の系統連系の空き容量等が減少してしまうことを防止するためです。 
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２．系統連系・電力受給契約のお申込みの際に、ご留意いただきたい事項                             

（１）系統連系・電力受給契約のお申込みについて 

電力広域的運営推進機関が定める「送配電等業務指針」、当社の「再生可能エネルギー発電設備から

の電力受給契約要綱」、「発電設備系統連系サービス実施要綱」、「系統アクセス検討基準」または「高

圧系統業務指針」、ならびに「電気設備の技術基準の解釈」および「電力品質確保に係る系統連系技術

要件ガイドライン」等をご承認のうえ、当社指定の「系統連系申込書」および「電力売電申込書」等

により当社へお申込みいただきます。 

 

（２）系統連系・電力受給契約のお申込みの解除条件について 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（以下、「再エネ特措法」とい

います。）にもとづくお申込みで、次のいずれかに該当する場合は、系統連系・電力受給契約に関する

お申込みは解除するものとし、系統連系・電力受給契約のお申込みにもとづく当社との接続契約が既

に成立している場合であっても、当該接続契約をはじめ、系統連系・電力受給契約等のお申込みにつ

いて当社によって解除されることに同意していただきます。 

ａ． 再エネ特措法第９条第３項にもとづき経済産業大臣から受けた認定の効力が失われた場合 

ｂ． 特段の理由がないにもかかわらず、接続契約が成立して相応の期間経過してもなお認定（再

エネ特措法第１０条第１項に定める変更認定および同第２項に定める届出を含みます）を取得

しない場合 

 ｃ． 再エネ特措法施行規則第１４条に定める「正当な理由」のいずれかに該当する場合 

 ｄ． 発電設備の系統連系に伴う工事費負担金を支払期限日までにお支払いいただけない場合 

 ｅ． 当社が、本発電設備の出力の抑制を行なうために必要な機器の設置、費用の負担およびその

他必要な措置を講じていただくことを求めたにもかかわらず、応じていただけない場合 

  ｆ． 特段の理由がないにもかかわらず、受電開始希望日を経過してもなお当該認定発電設備を用

いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合 

 

（３）その他系統連系のお申込みの取扱いについて 

系統連系のお申込みに関して、当社が以下のとおり取扱うことについて、（１）および（２）とあわ

せて同意していただきます。 

ａ． 接続検討の回答が完了した後に、当社が定める「系統連系申込書」をご提出いただき，かつ，

系統連系保証金をご入金いただくことにより、お客さまが系統連系のお申込みに係る手続きを

進めること 

 ｂ． 上記手続きの完了をもって、当社が、お客さまの発電設備の系統連系に係るお申込みの順位

とすること 

 ｃ． 電気需給契約または接続供給契約に係る「電気使用申込書」等のご提出がなされるまでは、

系統連系のお申込みを当社が受付した場合でも、再エネ特措法第１６条第１項の契約のお申込

みの内容を充足しないとして当社が取扱うこと 
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３．電源接続案件一括検討プロセスにともなう接続検討・系統連系申込み等に係る取扱い                            

（１）電源接続案件一括検討プロセス（以下、「一括検討プロセス」といいます。）について 

  系統連系希望者が、発電設備等を送電系統に連系等するにあたり、一般送配電事業者に接続検討申 

込みを行った結果、送電系統の容量が不足し、増強工事が必要となる場合があります。このような場 

合、仮に近隣で系統連系希望者がいるにもかかわらず、単独での連系等を前提に増強工事を行うと継 

ぎ接ぎの非効率な系統整備となる恐れがあります。また、工事費負担金が高額である場合には、単独 

負担を前提とすると工事費負担金を支払うことが困難であるとして、系統連系が進まない状況となる 

恐れもあります。そこで、近隣の案件も含めた対策を立案し、そこでの連系等を希望する系統連系希 

望者で増強工事費を共同負担することにより、効率的な系統整備等を図ることを目的とする手続とな 

ります。  

 

（２）一括検討プロセス開始にともなう事前相談・接続検討・系統連系申込み等※２の取扱いについて 

  一括検討プロセスが開始されると、一括検討プロセスが完了するまでの間は系統状況が確定できな

いため、対象エリアにおいて、新規に事前相談・接続検討申込みを行なうお客さまについては、一括

検討プロセスが完了した後に検討を開始いたします。 

また、接続検討中のお客さまが、一括検討プロセスに応募しない場合は、上記と同様、一括検討プ

ロセスが完了し、系統状況が確定した後に検討を開始いたします。 

一括検討プロセス開始以降、その対象エリアにおける新規の系統連系申込書、接続供給契約申込書、

振替供給契約申込書（以下、これらを総称して「契約申込み」といいます。）については、仮に当社か

ら既に接続検討の回答を受領している場合であっても、一括検討プロセスの開始によって、既接続電

源の状況や設備形態等、系統状況が回答時点から変動することから、再度、接続検討が必要になりま

すので、予めご了承ください。 

 なお、一括検討プロセス開始以降、募集対象エリアにおける当社系統への連系等を希望される発電

設備等（特別高圧・高圧で連系する案件※３）に係る申込みの取扱いについては以下のとおりです。 

お申込み書類 
お申込み時期 

一括検討プロセス開始前 一括検討プロセス開始後 

事前相談依頼票 一括検討プロセス完了後に回答※４ 一括検討プロセス完了後に回答※４ 

接続検討申込書 一括検討プロセス完了後に回答 一括検討プロセス完了後に回答 

系統連系申込書 通常どおり回答 一括検討プロセス完了後に受付※５ 

接続供給契約申込書 通常どおり回答 一括検討プロセス完了後に受付※５ 

振替供給契約申込書 通常どおり回答 一括検討プロセス完了後に受付※５ 

※２ 逆潮流無しや増設等の新規連系を伴わない場合等は対象となりません。 

※３ 低圧連系であっても，分割案件は対象となります。 

※４ お客さまのご要望に応じ、「連系点から発電設備等の設置場所までの直線距離」のみであれば、通常

どおりに回答することが可能です。 

※５ 一括検討プロセス開始によって当該申込者の接続検討回答の前提とした系統状況から変動が生 

じているため，原則受付不可といたします。ただし，接続検討が不要な案件の契約申込について 

は受付いたします。 
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４．事業を進められる際にご留意いただきたい事項                              

（１）系統の空き容量変更に伴う損害等に関する免責について 

事前相談および接続検討時点での当社からの回答は、将来の連系容量や接続枠等を保証するもので

はありません。 

接続枠が確定するまでに当社電力系統の空き容量等が変更になった場合、当社は、お客さまおよび

第三者の以下のような行為により生じた費用や損害および将来見込まれている利益（電力販売による

ものを含む）の減少等について補償しませんので、あらかじめご留意ください。 

ａ． 事業化にあたっての調査、設計、企画、資金調達 

ｂ． 土地の取得、賃貸借契約、造成、既存設備の除却 

ｃ． 資機材の発注、売買および請負契約、機器の設置 

ｄ． 認定等の国への申請 

ｅ． 立地協定の締結、広報 等 

 

（２）太陽光発電設備および風力発電設備の出力制御へのご協力について 

当社は、系統連系が確定している太陽光発電設備および風力発電設備の設備容量が３０日等出力制

御枠を既に超えている状況となっており、太陽光発電設備については２０１４年１２月２２日、風力

発電設備については２０１５年１２月１６日に指定電気事業者※６に指定されていることから、今後受

付する太陽光発電設備の系統連系のお申込みは、「当社がお願いする場合には、３６０時間を超えても

なお無補償での出力制御にご協力をいただくこと」、風力発電設備の系統連系のお申込みは、「当社が

お願いする場合には、７２０時間を超えてもなお無補償での出力制御にご協力をいただくこと」が系

統連系の条件となります。 

※６ 接続申込量が３０日等出力制御枠を超過した場合には、太陽光発電設備については年間３６０時間、

風力発電設備については年間７２０時間の出力制御の上限を超えてもなお無補償の出力制御を前提と

して、再エネ発電設備の電力系統への連系ができるよう経済産業大臣から指定された一般送配電事業者。 

なお，指定電気事業者制度は２０２１年４月１日に廃止され，２０２１年４月１日以降，全国大で無

制限・無補償ルールが適用されております。 

 

（３）遠隔出力制御システム導入について 

実効的かつきめ細かな出力制御を実現するため、出力制御の対象となる太陽光発電設備，風力発電

設備および一部バイオマス発電設備に対しては、遠隔出力制御に必要なシステムの導入が求められる

ことになりました。 

「当社が出力制御を行なうために必要な機器の設置、費用負担、その他必要な措置をお客さまに講

じていただくこと」を条件に、当社は系統連系申込みを承諾いたします。 

 

５．情報の取扱い                                        

当社から回答する内容は、お申込みいただいたお客さまを対象に回答するものであり、お客さまが当該

発電事業を実施するうえで関わりのない第三者へ開示することを禁止いたします。 

以上 


